
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年３月１２日 １４時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県西之表
にしのおもて

市西之表港沖防波堤北端 

西之表港沖防波堤北灯台から真方位３５０°３０ｍ付近 

（概位 北緯３０°４４.６′ 東経１３０°５８.９′） 

事故の概要 引船第四十八美代
み よ

丸は、航行中、消波ブロックに乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年７月２６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第四十八美代丸、１９トン 

 ２９２－４５０２４鹿児島、藤田建設興業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 両舷プロペラ翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、西之表港沖防波堤北端の工事現場

に消波ブロックの据え付けを行う目的で、西之表港中央ふ頭から起重

機船（非自航）をえい
．．

航した。 

本船は、沖防波堤北端の工事現場に到着してえい
．．

航索を放した後、

次の作業場所である起重機船の右舷側に移動しようと、船長が急いで

本船を前進させたところ、両舷プロペラが防波堤の周囲に敷設された

海面下の消波ブロックに乗り揚げた。 

本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約２.６ｍであった。 

船長は、沖防波堤北端の工事現場への起重機船のえい
．．

航に慣れてい

た。 

船長は、防波堤の周囲に敷設された消波ブロックが海面下にあるこ

とを知っており、起重機船を沖防波堤北端の工事現場にえい
．．

航する

際、目視で沖防波堤との距離を確認したが、消波ブロックとの距離が

十分になかったのではないかと本事故後に思った。 

分析 本船は、起重機船のえい
．．

航を終えて単独で移動を開始する際、付近

の海中に存在する消波ブロックとの距離が十分になかったことから、

前進したところ、海面下の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が、起重機船のえい
．．

航を終えて単独で移動を開始す

る際、付近の海中に存在する消波ブロックとの距離が十分になかった

ため、前進したところ、海面下の消波ブロックに乗り揚げたものと考



 

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・海中障害物がある場所で作業する場合は、障害物との距離を十分

に確保すること。 


